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資料２

直接協議スキームの業務フローと課題の確認

平成２８年９月７日

ネガワット取引に関する実務者会議 事務局



2参考：制度設計専門会合で示された業務フロー
第７回制度設計専門会合(H28.5.25)

資料5 より引用



3業務フロー項目の洗い出し（１／３）

ステップ 関係者 実務のポイント

① 事前協議
・ネガワット調整金契約
・ネガワット契約
・特定卸供給契約

ネガワット事業者
小売電気事業者Ａ
（需要者との売電契約者）
小売電気事業者Ｂ
（特定卸供給の買電者）
需要者

以下の内容を押さえておくべきか。
・「ネガワット取引に関するガイドライン」に記載の事項

（ベースライン、需要抑制の評価期間、評価方法 等）
・情報連絡手段の取決め。
・需給管理方法の取決め。
・インバランス精算方式の取決め。
・需要者ごとのインバランス切り分け方式の通知方法
・適切な情報管理体制（守秘義務）の取決め。
・部分供給を受けている場合の取決め。

（参考：第８回制度設計専門会合・資料４ ｐ２１）
・複数のネガワット契約を締結した場合の優先順位の確認 等

② システム準備 ネガワット事業者
一般送配電事業者
広域機関

【ネガワット事業者⇔一般送配電事業者】
ネガワット精算のため、一般送配電事業者の３０分電力量、

および確定使用電力量提供システムへの利用申請
【ネガワット事業者⇔広域機関】

① 事業者コードの発行依頼
ネガワット事業者であることの確認が必要か。

② クライアント証明書の取得
③ スイッチング支援システムの利用申請（※）
④ 広域機関システムのマスタ登録・利用申請（※）
⑤ 広域機関システムの入力支援ツールの入手

※ ネガワット事業者が取得した需要者の個人情報の取り扱いについて要整理
広域機関システムの利用においてネガワット事業者は以下の個人情報が含まれる情報を送信しなければならない。

・ 需要抑制計画の提出にてキーコードとして使用する「供給地点特定番号」
・ スイッチング支援システムの「設備情報照会」を利用する場合の「個人情報」

業務フローの検討に向け、まずは業務フローに記載すべき項目の洗い出しを行った。



4業務フロー項目の洗い出し（２／３）

ステップ 関係者 実務のポイント

③ 電力量調整供給契約 ネガワット事業者
一般送配電事業者

【一般送配電：託送供給等約款の改定】
・ネガワット事業者に求める規律の確認

⇒ 「① 事前協議」で締結した契約書・覚書等により確認か
【省令等で規定する４要件】
① 需要者に対して需要抑制の指令を適時適切に出せること。
② 電力の安定かつ適正な供給のため適切な需給管理体制や情

報管理体制を保有すること。
③ 需要者保護の観点から適切な情報管理体制を保有すること。
④ 需要抑制の対象となる需要者に、通常電力を供給する小売

電気事業者Aがネガワットの供給により不利益を被ること
がないよう、適切なベースラインを設定し、ネガワット調
整金を支払うなど、小売電気事業者Aに対し必要な措置を
講ずることができること。

・求められる要件を満たさなくなった場合は契約を解除する。
（※参考：第８回制度設計専門会合_資料４、論点９）



5業務フロー項目の洗い出し（３／３）

ステップ 関係者 実務のポイント

④ 年間・月間
・週間計画提出

ネガワット事業者
小売電気事業者Ｂ
広域機関

・基本的にＤＲの計画値は０となるか。
・ネガワットは原則、エリア内での取引として、エリア外供給

のための連系線利用計画は小売電気事業者Ｂが提出か。

⑤ 翌日計画の提出 ネガワット事業者
小売電気事業者Ａ
小売電気事業者Ｂ
広域機関

・翌日計画は必ず提出する。
・抑制計画＝ゼロの場合、翌日計画のベースラインをどう提出するか。

⑥ 当日計画の変更 ネガワット事業者
小売電気事業者Ａ
小売電気事業者Ｂ
広域機関

・需要抑制計画（抑制計画、ベースライン）の提出は
ゲートクローズを期限とする。

（※ 第３回ＥＲAＢ検討会、資料４ｐ７など）
・このため、ネガワット事業者から小売電気事業者への連絡方法や連絡

タイミング等が課題となりえる。

⑦ 精算
・ネガワット調整金
・ネガワット報奨金
・インバランス

ネガワット事業者
小売電気事業者Ａ
小売電気事業者Ｂ
需要者
一般送配電事業者

【各事業者間の契約に基づく精算。原則は各事業者に委ねる】
・需要実績データの送受信方法（一般送配電 ⇒ ネガワット事業者）
・各料金の算定結果伝達方法、必要な算定根拠の情報
・インバランス算定スケジュールなど

⑧ ネガワット取引情報
の報告

小売電気事業者
一般送配電事業者

【詳細は国の会議体で今後検討される見込み】
ネガワット事業者を監視する観点等から、政府による適切な情報収集が
行われる必要がある。（第７回電力基本政策小委員会資料5－1 ｐ30）
（報告先は経済産業大臣や電力・ガス取引監視等委員会などを想定）



6直接協議スキームにおけるネガワット取引業務フロー（案）１／８

項目
小売電気
事業者Ａ

（需要者へ供給）

需要者
小売電気
事業者Ｂ

（特定卸供給受）

ネガワット
事業者Ｘ

一般送配電
事業者

広域機関

①事前協議
・ＤＲ需要者の募集
・ネガワット販売先の確保

ネガワット契約

【協議】
・ベースライン設定方法
・インバランス精算方式
・需要抑制計画等の連絡手段
・ネガワット調整金
・需要抑制の報奨金 等

ネガワット調整金契約

販売契約

需要抑制計画連絡手段の確立
（電話・メール等）

確認事項１．項目の洗い出しを基とした直接協議スキームの業務フロー（案）を示すのでご確認願う。
確認事項２．事務局で考えた課題を青色フキダシ、本会議の参加者から提起された課題を黄色フキダシ

で示す。それらの課題の対応案は後述するが、他に確認すべき課題は無いか、ご確認願う。



7

項目
小売電気
事業者Ａ

（需要者へ供給）

需要者
小売電気
事業者Ｂ

（特定卸供給受）

ネガワット
事業者Ｘ

一般送配電
事業者

広域機関

②システム準備

③電力量調整
供給契約

① 事業者コード発行依頼

直接協議スキームにおけるネガワット取引業務フロー（案）２／８

② クライアント証明書の取得
＜ジャパンネット株式会社へ依頼＞

③ スイッチング支援システム
の利用申請

④ 広域機関システムの
マスタ登録・利用申請

⑤ 広域機関システムの
入力支援ツール入手

⑥ 一般送配電事業者の情報提供
システムの利用申請

（※システム利用有無は検討対象）

課題１：事業者コードの申請条件は?

要：個人情報共同利用の確認

ネガワット事業者が取得した需要
者情報の取り扱いにあたり、各小
売電気事業者、各一般送配電事業
者、及び広域機関は、新たにネガ
ワット事業者を含めた個人情報の
共同利用について、どう整理する
のかを要検討。

取得には
事業者コードが必要

電力量調整供給契約の締結
・ネガワット事業者に求める４要件確認
・小売事業者との契約確認
・ＤＲ対象需要者との契約確認
・その他の確認事項

一般送配電事業者の
約款に基づく
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項目
小売電気
事業者Ａ

（需要者へ供給）

需要者
小売電気
事業者Ｂ

（特定卸供給受）

ネガワット
事業者Ｘ

一般送配電
事業者

広域機関

参考：
システム準備

Ａルート経由の情報
【事業開始前（スイッチング支援システム）】

・過去の電力量（最大13か月分）
・契約電力
・メータ種別等の情報

【事業中（一般送配電事業者との情報連係）】
・月間確定使用量（※２）
・３０分電力量（速報値）（※２、３）

情報連係
（Ａルート経由）

スイッチング支援システム
（Ａルート経由）

エネルギー管理システム経由
（Ｂルート経由）

※１ ベースラインの当日調整はガイドラインによると、実需給の5時間前から2時間前までの6コマを利用
※２ 提供すべき情報は課題７（Ｐ．２１）で検討
※３ ３０分電力量（速報値）の提供開始時期は201７年４月を原則としない

ベースラインを当日調整する場合（※１）
ネガワット事業者は必要に応じてスマートメータか
ら需要量データを直接取得する。
（ネガワット取引に関するガイドライン）
当日調整するベースライン
＝標準ベースライン（High4of5、当日調整あり）

直接協議スキームにおけるネガワット取引業務フロー（案）３／８

参考：需要実績等の取得ルート



9直接協議スキームにおけるネガワット取引業務フロー（案）５／８

項目
小売電気
事業者Ａ

（需要者へ供給）

需要者
小売電気
事業者Ｂ

（特定卸供給受）

ネガワット
事業者Ｘ

一般送配電
事業者

広域機関

④計画提出
（年間～週間）

⑤翌日計画
（前日12時）

ＤＲなし

操業予定の通知

需要計画
調達計画

すでに登録済み
ならば変更なし

エリアをまたぐ場合、必要により、
連系線利用計画提出（ゼロ登録）

ＤＲ要請

ＤＲの可否連絡
需要者へＤＲ要請

ネガワットなし
不可

課題２：
抑制計画＝ゼロの場合
ベースラインをどうするか。
NULL値は可能か？

翌日計画の提出

ＢＧごと
計画値＝ゼロ登録

調達計画
販売計画

需要抑制計画

需要計画
調達計画

調達計画
販売計画

需要抑制計画

ＢＧごと
計画値＝ゼロ登録

需要計画
調達計画

連系線利用計画
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項目
小売電気
事業者Ａ

（需要者へ供給）

需要者
小売電気
事業者Ｂ

（特定卸供給受）

ネガワット
事業者Ｘ

一般送配電
事業者

広域機関

⑤’翌日計画
（前日12時）

ＤＲ発動時

直接協議スキームにおけるネガワット取引業務フロー（案）６／８

ＤＲ要請
ＤＲの可否連絡

需要者へＤＲ要請

ネガワットの収集

需要計画
調達計画
販売計画

抑制計画を反映

計画間
整合？

各社で整合がとれるよう、計画を再提出
不整合

【疑問】この時点での抑制計画作成方法は以下のいずれかとなるか。
① 需要者と協議し、DR時の抑制量を予め設定しておく。
② 需要者に仮のベースラインと抑制目標（実需要の目標値）を通告する。

登録情報送信

抑制計画を反映

需要抑制計画等の通知

翌日計画の提出

需要計画
調達計画

連系線利用計画

調達計画
販売計画

需要抑制計画

課題３：具体的な通知方法や
連絡タイミングはどうするか。
通知に用いる様式もある程度
標準化すべきか。

連系線利用計画の
送電可否判定

課題４：ガイドラインの規定に
よると前日計画提出段階では
ベースラインを確定できない。

課題５：12時の締切直前に業務
が集中し、小売電気事業者の業
務負荷大のおそれ。



11直接協議スキームにおけるネガワット取引業務フロー（案）７／８

項目
小売電気
事業者Ａ

（需要者へ供給）

需要者
小売電気
事業者Ｂ

（特定卸供給受）

ネガワット
事業者Ｘ

一般送配電
事業者

広域機関

⑥当日計画変更
ＤＲ発動時

当日計画の変更（ゲートクローズ：実需給の1時間前）

ＤＲ要請

ＤＲの可否連絡
需要者へＤＲ要請

ネガワットの収集

需要計画
調達計画

連系線利用計画

需要抑制計画変更
ベースラインの当日調整

抑制計画の変更

需要計画
調達計画
販売計画

抑制計画を反映抑制計画を反映
送電不可の場合は、

ＤＲ量を変更するか。

調達計画
販売計画

需要抑制計画

変更後の計画提出

需要抑制計画等の通知

課題３：標準化を図るべきか
（翌日計画と同様、再掲）

連系線利用計画の
送電可否判定

各社で整合がとれるよう、計画を再提出※

登録情報送信

計画間
整合？
（※）

※当日計画の変更における整合性チェック
は来月4月までに運開予定

課題５：ネガワット事業者が計
画確定するのはＧＣ直前ではな
いか。ＧＣ直前に業務が集中し、
小売電気事業者の業務負荷大の
おそれ。

課題６：調達・販売計画の整合性は確認するが、ベースラインのチェックはできないか。



12直接協議スキームにおけるネガワット取引業務フロー（案）８／８

項目
小売電気
事業者Ａ

（需要者へ供給）

需要者
小売電気
事業者Ｂ

（特定卸供給受）

ネガワット
事業者Ｘ

一般送配電
事業者

広域機関

⑦精算

ネガワット
インバランス算定

情報連係
（Ａルート経由）

算定に必要な情報提供

インバランス料金請求

課題７：精算時における課題
 一般送配電→ネガワット事業者への料金帳票の標準化（システム化を見据える）
 ネガワット事業者および小売電気事業者に提供すべき情報項目は何か。
 通知のタイミングは何時がよいのか。
（例）算定に使用したベースライン、抑制計画、確定使用電力量、

インバランスの切り分け方式。

報奨金算定

ネガワット報奨金の支払

算定に必要な情報提供

ネガワット
調整金算定

ネガワット調整金の請求

P2参照：調整金算定は小売電気事業者か



13直接協議スキームの業務フローをもとに考えた課題 １／７

課題１：事業者コードの申請条件をどう考えるか。

継続検討：事業者コードの申請を受け、広域機関は当該事業者をネガワット事業者であることをどの
ようにして確認するのか。小売電気事業者がネガワット事業を始める場合の事業者コードは
どうするか、継続して検討する。

広域機関 送配電等業務指針（事業者コード等の申請）
第２６９条 託送供給契約者、発電契約者その他電気供給事業者は、本機関に対し、需要調達計画等、発電販売計画等、
連系線利用計画並びに供給計画を広域機関システムを通じて提出するため、次の各号に掲げる当該システムで使用する
番号（コード）の発行を本機関に申請しなければならない。
一 事業者コード 事業者名を特定する番号

（二～七 略）
２ 本機関は、前項により申請を受け付けた場合は、申請のあった事業者に対しコードを発行するとともに、その内容
を一般送配電事業者に通知する。

◇ 現在の事業者コードの申請対象は託送供給契約者、発電契約者その他電気供給事業者となっている。

電気事業法 第二十八条の十一 電気事業者は、推進機関にその会員として加入しなければならない。
電気事業法 第二条の十七 電気事業者：小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者及び

発電事業者をいう。
広域機関 定款 第８条 本機関の会員の資格を有する者は、次の各号の電気事業者に限る。

◇ ネガワット事業者としては電気事業法において、本機関の会員に加入できない状況にある。
◇ また、様々な業種の事業者がネガワット事業者となりえる状況にある。一方で、ネガワット事業者には求められる規

律が存在する。ネガワット事業者として事業者コードを申請された場合、広域機関としては、当該事業者が実際にネ
ガワット事業者としての資格を有し、送配電等業務指針上の電気供給事業者たりえるのか判断する必要がある。

◇ ネガワット事業者に求められる規律は電力量調整供給契約を結ぶ段階で一般送配電事業者に確認される。本機関は
一般送配電事業者と電力量調整供給契約を結んでいる事業者をネガワット事業者たる資格を有していると判断できる。
ただし、現行の接続供給契約・発電量調整契約での契約時期は事業者コードの発番後であり、その対応は不可能か。



14直接協議スキームの業務フローをもとに考えた課題 ２／７

課題２：抑制計画＝ゼロの場合、ベースラインはどう提出するか

対応案：抑制計画＝ゼロの場合、②の通り、システム開発に与える影響が少ないベースライン＝ゼロと
して提出いただくことでよいか。

◇ 抑制計画＝ゼロの場合、特定卸供給電力もゼロとなり、ベースラインによるインバランス精算の必要がない。
すなわち、そもそもベースラインは必要ない。この場合、ベースラインの提出方法に以下の３案が考えられた。
① NULL値で提出する。
② 何らかの数値（例えば、ゼロ）を入力して提出する。
③ 需要抑制計画の提出を省略する。

抑制計画ゼロ時の
ベースライン

提出方法
メリット デメリット

① NULL（空欄） ○ ネガワット事業者において、入力の手間
が省ける。

△ NULL値をエラーとなるシステムもあり、
NULL値をゼロに書換えるなどの対応を
要する。システム開発に与える影響が大。

× 第３者は入力忘れか否かを判断できない。

② ゼロ入力 ○ 関係機関のシステム改修を必要としない。
○ 第３者が入力忘れを判断できる。

△ ネガワット事業者において、ゼロ入力の
手間がある。

③ 需要抑制計画の
提出を省略

○ ネガワット事業者において、提出の手間
が省ける。

× 広域機関による需給状況の監視のため、
調達・販売計画は提出頂く必要があり、
調達・販売計画と需要抑制計画の帳票が
１つとなる本格運用時には選択不可能。



15直接協議スキームの業務フローをもとに考えた課題 ３／７

課題３：ネガワット事業者から小売電気事業者へ需要抑制計画を通知する具体的方法やタイミングは。

また、ネガワット事業者 → 小売電気事業者への通知事項の様式も標準化すべきか。

継続検討：スムーズな計画変更の実現に向け、必要とする連絡方法、連絡項目を標準化を検討すべきか。
連絡タイミングなども含め、その具体案については継続して検討を進める。

ネガワット事業者から連絡を受けた場合、各事業者は以下の対応を取らなければ、計画間不整合が生じる。
ＤＲ要請から実需給までは時間が切迫することも考えられるため、予めの連絡情報の取り決めは行われるべき。

◇ 小売電気事業者A（DR需要者へ電力供給する側）
ネガワット事業者からの連絡に基づき、自社の需要・販売計画を変更する。

◇ 小売電気事業者B（特定卸供給電力を受電する側）
ネガワット事業者からの連絡に基づき、自社の調達・需要・販売計画、または連系線利用計画を変更する。

◇ メリットとして、ネガワット事業者は契約者ごとに通知情報を検討する必要がなくなる。
◇ 第三者仲介スキームといった匿名取引の場合においては、需要抑制計画の通知フォーマット標準化は必須と考える。
◇ 当日変更などＧＣまで時間が限られている場合にスムーズな計画変更を行うためにも、具体的な連絡手段、連絡タ

イミングなどを押さえておく必要がある。（課題５に関係）



16直接協議スキームの業務フローをもとに考えた課題 ４／７

継続検討：ベースラインは電力量調整供給契約におけるインバランス精算に用いられる。
一般送配電事業者の見解を確認し、ベースラインの提出タイミング等を継続検討か。

◇ 資源エネルギー庁により「ネガワット取引に関するガイドライン」が制定されており、そこではベースラインの算
出方法が示されている。

第３回ＥＲＡＢ検討会(H28.6.29)
資料４ より引用

◇ 広域機関としては、需給状況監視のため、翌日計画において需要・調達計画を提出いただく必要があるが。
需給状況の監視においてはベースラインは利用しない。目的はインバランス精算のみである。

類型１‐②

課題４：ガイドラインの規定に沿えば、ベースラインを翌日計画段階にて確定できない。

◆ 標準ベースラインは当日調整があるため、ベースラインの確定は実需給の２時間前となる。
◆ 代替ベースラインであっても、月曜日と土曜日を除き、 １２時以降の部分は需給日当日まで確定不可となる。



17直接協議スキームの業務フローをもとに考えた課題 ５／７

課題５：ネガワット事業者が計画を確定するのはＧＣ直前となるため、小売電気事業者への需要抑制計
画通知はＧＣ時と考える。小売電気事業者Aは事実上、ＧＣまでに計画変更できないのではないか。ま
た、前日段階でネガワット事業はベースラインを確定できず、結局は当日計画での変更ばかりとなるの
ではないか。結果、小売電気事業者ＡはＧＣ直前に業務が集中し、負担が大きくなるおそれがある。

 ＧＣまでに計画変更できずに生じたインバランスは、公平性の観点から精算いただく必要がある。
（小売電気事業者かネガワット事業者のいずれが負担するかは事業者間の協議と考える。）

対応案：ＧＣまでに小売電気事業者が計画を修正できるよう、課題３で示すとおり、具体的な連絡方法
や連絡タイミング、標準フォーマットなどを整理して解決を図るべきと考える。

意見：ネガワットの普及という観点から、小売電気事業者の業務負担が大きくならないよう、ネガワット事業者の
調達・販売等に係る計画変更はＧＣ後にも容認される等（当日計画の変更を出す必要があるのかを含めて）検討し、
工夫することが必要と考える。

◇ ＧＣまでに計画変更できるよう、標準ベースラインは２時間前までの実績を用いると整理されている。
（参考：第３回ＥＲＡＢ検討会 資料４ｐ７）

◇ 参考：ネガワット事業者が計画変更し、小売電気事業者（Ａ・Ｂ）の計画変更が間に合わなかった場合は。
⇒ 不整合がある計画のうち、小さい値（小売Ａの販売計画＝ゼロ、小売Ｂは調達計画＝ゼロ）を基準として、

インバランス精算する。 （電力基本政策小委員会（第8回）8月３０日資料4 ｐ11）とした方針から、
・ ネガワット事業者Xの調達計画および販売計画はゼロに修正される。
・ 需要者による抑制分、小売電気事業者Ａの需要計画に余剰インバランスが発生する。
・ ネガワットを調達できなかった小売電気事業者Ｂの需要計画に不足インバランスが発生する。 となる。

◆ 意見にあるＧＣ後の変更を容認すると、計画値同時同量制度におけるインバランス精算において他事業者と不公平
感が生じることとなり得るため、制度の建付け上、GC後の変更を認めることはできないのではないか。



18直接協議スキームの業務フローをもとに考えた課題 ６／７

課題６：調達・販売計画の計画間整合性は確認するが、ベースラインのチェックはできないのか。

◇ ベースラインのチェック方法としては以下の２つが考えられる。

（１）広域機関でベースラインを仮算定しチェックを行う。
算定には「ネガワット事業者の契約ごとで決められるベースラインの算定方法」、および「関係するＤＲ需要者の

直近の需要実績」を集める必要があり、その実現は大変難しいと考える。

（２）小売電気事業者Ａの需要計画・販売計画とベースラインの整合性を確認する。
小売電気事業者Ａが提出する需要計画は、需要ＢＧ単位でまとめられているため、その需要ＢＧの中からＤＲ対象

の需要者の需要計画を識別する必要がある。そのためには需要調達計画のフォーマット変更と、小売電気事業者のシ
ステム改修が必要であり、事業者への影響が大きく、実現は困難と考える。

◇ 小売電気事業者の需要計画については広域機関によるチェックを実施していない。
需要計画において需要予測誤差や算定ミスがあった場合、小売電気事業者がインバランスにて精算することとなる。
この状況において、ネガワット事業者のベースラインのみチェックをかけるためには、多くの小売電気事業者にシス
テム改修等の負担を強いることとなり、実現は困難ではないか。

対応案：ベースラインのチェックを実現するためには、多くの事業者システムに影響を与えるため困難
であると考える。
小売電気事業者の需要計画と同様に、ベースラインはネガワット事業者の責任にて正しい値を
提出いただき、ミスがあった場合はインバランスによる精算と整理したい。

（参考）ベースラインを誤って設定した場合、どのような影響が生じるのか考える。（次ページ）



19（参考）ベースラインを誤って設定した場合の影響 １／6

提出したベースライン

本来のベースライン

ＤＲ時需要実績

◇ ベースラインが間違っていた場合のインバランスを、需要者の抑制量が一定（２０）と仮定して考える。
※ 需要者の抑制量そのものを定量的に把握することは技術的に不可能なので、ここでは一定と仮定するもの。
※ 需要者またはネガワット事業者が需要抑制計画にあわせてＤＲ量を調整する場合はインバランスが発生しない。
※ 提出したベースラインは、小売事業者Aとネガワット事業者間で合意がとれているとする。

ゼロ

ＤＲ時需要計画

提出したベースライン

本来のベースライン

ＤＲ時需要実績

ゼロ

ＤＲ時需要計画

ネガワット
需要抑制
計画

需要者の
抑制実績

余剰インバランス=10
「抑制過剰」となり、
方式１：小売事業者
方式２：ネガワット事業者 が精算する。

小売
販売計画

小売
需要計画

小売
調達計画

ネガワット
調達・販売計画

小売
需要計画

小売
販売計画

ネガワット
需要抑制計画

不足インバランス=10
「抑制未達」となり、
ネガワット事業者が精算する。

ケース２： 本来のベースラインよりも低く設定した場合

ケース１：本来のベースラインよりも高く設定した場合

（参考）ベースラインが間違っていた場合、どのような影響が生じるのか。

小売
調達計画

需要者の
抑制実績

精算用の
抑制実績

精算用の
抑制実績

40

30

20

10

0

40

30

20

10

0

40

20

20

20

20

3020

30
20

10

20 2020

ネガワット
調達・販売計画

検討中

10



20（参考）ベースラインを誤って設定した場合の影響 2／６

ケース２：本来のベースラインよりも低く設定した場合 ＝ 見かけ上、需要抑制が未達

ケース１：本来のベースラインよりも高く設定した場合 ＝ 見かけ上、過剰に需要抑制

小売電気事業者Ａ ネガワット事業者 ＤＲ需要者 一般送配電事業者 小売電気事業者Ｂ

（方式１）
余剰を精算

（方式２）
余剰を精算

影響なし
（ＤＲ達成）

調整力を消費
（余剰を精算）

影響なし
（計画通り受電）

・ 一般送配電事業者の調整力を余剰インバランスとして放出する形となる。
・ 実需給断面のベースラインを定量的に計量することができない以上、ベースラインが正しいか、間違いかの

価値判断は不可能であり、小売電気事業者Ａの損失をネガワット調整金に加えて精算することは実務上困難。

小売電気事業者Ａ ネガワット事業者 ＤＲ需要者 一般送配電事業者 小売電気事業者Ｂ

供給力が
計画分、余る

（実需要－BL分）

不足分を精算
（実需要－BL分）

ＤＲ未達
ネガワット報奨金

減額

調整力を消費
（不足を精算）

影響なし
（計画通り受電）

・ ネガワット事業者が受電した不足インバランスは、小売電気事業者Aの余剰供給力となる。
・ 需要家は、DRを計画通り実施できても、未達扱いとなりネガワット報奨金が減額となるおそれ。

インバランスを受けることを目的に、ベースラインを意図的に間違えるような事業者については、
別途、国により制裁措置を含めた厳しい対応をするように議論されている。

（参考：電力基本政策小委員会、第８回資料４、p１２）

◇ ベースラインが間違っていた場合のインバランスを、需要者の抑制量が一定と仮定して考える。
※ 需要者の抑制量そのものを定量的に把握することは技術的に不可能なので、ここでは一定と仮定するもの。
※ 需要者またはネガワット事業者が需要抑制計画にあわせてＤＲ量を調整する場合はインバランスが発生しない。

検討中
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ネガワットのベースライン

小売の想定需要

◇ ベースラインが異なっていた場合のインバランスを、需要者の抑制量が一定（２０）と仮定して考える。
※ 需要者の抑制量そのものを定量的に把握することは技術的に不可能なので、ここでは一定と仮定するもの。
※ 需要者またはネガワット事業者が需要抑制計画にあわせてＤＲ量を調整する場合はインバランスが発生しない。
※ 需要者の想定需要は小売電気事業者の想定需要と一致している前提とする。

ゼロ

ＤＲ時需要計画＝実績

ネガワットのベースライン

小売の想定需要

ゼロ

ＤＲ時需要計画＝実績

ネガワット
需要抑制計画

需要者の
抑制実績

余剰インバランス=10
見かけ上「抑制過剰」となり、
方式１：小売事業者
方式２：ネガワット事業者
が精算する。

小売
販売計画

小売
需要計画

小売
調達計画

ネガワット
調達・販売計画

小売
需要計画

小売
販売計画

ネガワット
需要抑制計画

不足インバランス=10
見かけ上「抑制未達」となり、
ネガワット事業者が精算する。

ネガワット
調達・販売計画

ケース１：小売事業者の想定需要よりもネガワット事業者のベースラインが高かった場合

小売・ネガワット事業者がそれぞれ考えるベースラインが異なる場合、どのような影響が生じるのか。

小売
調達計画

需要者の
抑制実績

精算用の
抑制実績

精算用の
抑制実績

40

30

20

10

40

30

20

10 40

20

20

20 2020 10

0

0

30

10

20
20

20

3020

ケース２：小売事業者の想定需要よりもネガワット事業者のベースラインが低かった場合

10

検討中
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小売電気事業者Ａ ネガワット事業者 ＤＲ需要者 一般送配電事業者 小売電気事業者Ｂ

（方式１）
余剰を精算

（方式２）
余剰を精算

影響なし
（ＤＲ達成）

余剰を精算
影響なし

（計画通り受電）

・ 実需給上は小売事業者とネガワット事業者の販売・調達計画は整合しており、インバランスは無い。
・ 見かけ上、ＤＲ需要者がネガワット事業者の想定以上に需要抑制したため、余剰との整理となるか。

小売電気事業者Ａ ネガワット事業者 ＤＲ需要者 一般送配電事業者 小売電気事業者Ｂ

影響なし
不足分を精算
（BLの差分）

ＤＲ未達扱い
ネガワット報奨金

減額
不足を精算

影響なし
（計画通り受電）

・ 実需給上は小売事業者とネガワット事業者の販売・調達計画は整合しており、インバランスは無い。
・ 需要者はDRを計画通り実施できても、未達扱いとなりネガワット報奨金が減額となるおそれ。

◇ ベースラインが異なっていた場合のインバランスを、需要者の抑制量が一定と仮定して考える。
※ 需要者はネガワット事業者から示された需要目標を達成するようにＤＲ実施すると想定。
※ 需要者の想定需要は小売電気事業者の想定需要と一致している前提とする。

ケース１：小売事業者の想定需要よりもネガワット事業者のベースラインが高かった場合

ケース２：小売事業者の想定需要よりもネガワット事業者のベースラインが低かった場合

検討中
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ネガワットのベースライン

小売の想定需要

ＤＲ時需要実績

◇ ベースラインが異なっていた場合のインバランスを、需要者の需要実績が一定（２０）と仮定して考える。
※ 需要者はネガワット事業者に示された需要目標（２０）を達成するようＤＲ実施すると仮定。
※ 需要者の想定需要は小売電気事業者の想定需要と一致している前提とする。
※ 小売事業者はネガワット事業者の需要抑制計画（２０）に従い、販売計画と需要計画を変更すると仮定。

ゼロ

ＤＲ時需要計画

ネガワットのベースライン

小売の想定需要

ＤＲ時需要実績

ゼロ

ＤＲ時需要計画

ネガワット
需要抑制計画

需要者の
抑制実績

不足インバランス=10
小売電気事業者がインバランス精算

小売
販売計画

小売
需要計画

小売
調達計画

ネガワット
調達・販売計画

小売
需要計画

小売
販売計画

ネガワット
需要抑制計画

ネガワット
調達・販売計画

ケース１：小売事業者の想定需要よりもネガワット事業者のベースラインが高かった場合

小売・ネガワット事業者がそれぞれ考えるベースラインが異なる場合、どのような影響が生じるのか。

小売
調達計画 需要者の

抑制実績

精算用の
抑制実績

精算用の
抑制実績

40

30

20

10

40

30

20

10 40

１0

３0

10 2010 10

0

0

30

10

20

20 10 2020

ケース２：小売事業者の想定需要よりもネガワット事業者のベースラインが低かった場合

余剰インバランス=10
小売電気事業者が
インバランス精算

10

10

検討中



24（参考）ベースラインを誤って設定した場合の影響 ６／６

小売電気事業者Ａ ネガワット事業者 ＤＲ需要者 一般送配電事業者 小売電気事業者Ｂ

不足を精算
小売が算定する

ネガワット調整金
が想定より低い

影響なし
（ＤＲ達成）

調整力を消費
（不足を精算）

影響なし
（計画通り受電）

・小売事業者にとっては不足インバランス精算に加え、ネガワット調整金も減ってしまうおそれ。
・一般送配電事業者の調整力を消費してしまう。

小売電気事業者Ａ ネガワット事業者 ＤＲ需要者 一般送配電事業者 小売電気事業者Ｂ

余剰を精算
（実需要－BL分）

小売が算定する
ネガワット調整金
が想定より高い

影響なし
（ＤＲ達成）

調整力を消費
（余剰を精算）

影響なし
（計画通り受電）

・ ネガワット事業者は自社での想定以上のネガワット調整金の請求を受ける。
・ 一般送配電事業者の調整力を消費してしまう。

ケース１：小売事業者の想定需要よりもネガワット事業者のベースラインが高かった場合

ケース２：小売事業者の想定需要よりもネガワット事業者のベースラインが低かった場合

◇ ベースラインが異なっていた場合のインバランスを、需要者の需要実績が一定と仮定して考える。
※ 需要者はネガワット事業者に示された需要目標を達成するようＤＲ実施すると仮定。
※ 需要者の想定需要は小売電気事業者の想定需要と一致している前提とする。
※ 小売事業者はネガワット事業者の抑制計画に従い、販売計画と需要計画を変更すると仮定。

検討中



25直接協議スキームの業務フローをもとに考えた課題 ７／７

課題７：一般送配電事業者 → ネガワット事業者への実績通知も、標準化を図るべきではないか。

◇ 標準化のメリット
・一般送配電事業者、ネガワット事業者ともに、契約ごとでフォーマットを変更する必要がなくなる。
・将来的なシステム化を視野に入れることができる。

◇ 制度の導入タイミングで標準化を図ることで、後年に標準化を図るよりもシステム改修等の負担を軽減できる。

◇ 検討課題
・必要な連絡項目とは何か。それに基づく、標準化帳票の作成。
・需要抑制実績の提供方法や提供タイミングは。
・３０分電力量（速報値）、月間確定使用量の提供は必要か。

継続検討：意見の通り、標準化するように進めていくべきと考える。



26参考：需要抑制計画（ベースライン）の提出期限
第３回ＥＲＡＢ検討会(H28.6.29)

資料４ より引用



27参考：ベースライン算定がＧＣに間に合わない場合

ネガワット取引に関するガイドライン
(H28.9.1改定) より引用

ネガワット取引に関するガイドラインでは、ベースライン算出がゲートクローズまでに提出不可能な
場合、代替ベースラインを採用するとした対応が考えらえている。



28参考：ネガワットのインバランス清算方式 第８回制度設計専門会合(H28.6.17)

資料４ より引用



29参考：計画間不整合のインバランス精算 第８回電力基本政策小委員会(H28.8.30)

資料４ より引用



30参考：国による常態的なインバランスへの対応議論 第８回電力基本政策小委員会(H28.８.30)

資料４ より引用


